
令和７年２月 東御市教育委員会 定例会会議録 

１ 日 時 

    令和７年（2025年）２月 21日（金）午前 10時から午前 11時まで 

２ 場 所 

    中央公民館 学習室５ 

３ 議 題 

（１）協議（審議・検討） 

     議案第９号 東御市学校職員自家用車の公務使用取扱要綱の一部改正について 

     議案第 10号 東御市立小学校及び中学校管理規則の一部改正について 

     議案第 11号 東御市行政改革審議会委員の推薦について 

議案第 12号 令和７年度年間計画について 

     議案第 13号 補正予算・新年度予算について 

     議案第 14号 山浦真雄作の刀（脇差）の市文化財指定について 

 

（２）重点取組み 

 ア 不登校対応について 

 イ いじめの状況等について 

 ウ 学校 ICT教育について 

     エ 幼保小連携について 

 

（３）報告 

ア 教育課 

(ｱ) ９ヵ年皆勤賞生徒への賞状交付について 

(ｲ) 令和６年度小学６年生進路状況について 

(ｳ) 東御市教育支援委員会最終報告について 

(ｴ) 児童クラブ申込み状況等について 

(ｵ) 学校給食費について 

 

    イ 保育課 

     (ｱ) 虐待案件について 

 



    ウ 文化・スポーツ振興課 

     (ｱ) 令和６年度第３回東御市伝統的建造物群保存地区保存審議会開催について 

 

（４）その他 

 



４ 出席者 

〇教育長            山 口 千 春 

○教育委員 

    教育長職務代理者   小 林 経 明 

     委       員   直 井 良 一 

     委       員   五十嵐 英 美 

     委       員   小 林 利 佳 

     委       員   冨 岡 志津子 

 

○その他 

深井教育次長、土屋教育課長、春原保育課長、 

高野学校教育係長、小宮山学校施設係長、池田学校人権同和教育係長、 

小林保育係長 

長岡指導主事、畑田指導主事、岡澤指導主事、染野指導主事 

市川文化振興係主査、小暮文化振興係主査、塚田学校教育係主事 
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会議録 

深井教育次長 

ただいまから、２月度定例教育委員会を始めます。それでは、教育長から開会宣告をお

願いします。 

 

山口教育長 

 それでは、２月度定例教育委員会を始めます。 

 

深井教育次長 

 続きまして、教育長あいさつをお願いします。 

 

山口教育長 

本日はお集まりいただきありがとうございます。 

本日は朝鑑賞（対話鑑賞）について話をします。朝鑑賞は令和５年度から始まり、本年

度は７小中学校全校で実施しています。朝の時間で１枚の絵を見ながら、先生が進行役（フ

ァシリテーター）になって、子どもたちが感じたことや気付いたことなどを、自分の言葉

で伝え、クラスメートみんなで聞きあう活動です。答えが一つではないという「正解がな

い」ことについて、多様性（違い）を認め合いながら、自分の思いや考えを伝えあってい

くコミュニケーション活動の場だといえます。この活動の中で子どもたちは自信をもって

話す力や他者の話をじっくり聞く力がつき、「深く考える力」の醸成につながると考えられ

ています。子ども一人一人の生活体験や生育環境が違うので、同じ絵を見ても、目の付け

所が違ったり、全然違うものに見えたりします。それを否定するのではなく、肯定的に認

め合っていきます。「あーなるほど。」「へー、どこどこ？」「ほんとだ。」等、級友の発言に

他の子どもから自然と声が出る学級もあります。「違うことから学ぶ」「わからないからお

もしろい」と感じられ、安心して対話活動ができる学級集団になっていくとよいと感じま

す。 

朝鑑賞は、武蔵野美術大学教授が中学校の教諭をしていた 20 年ほど前に始め、実践して

きた鑑賞の手法です。他県での実践も行われています。市では、本年度は２回、武蔵野美

術大学教授から教員向けに講演会やワークショップが行われ、実際に先生たちが対話鑑賞

を体験しました。また、この活動は、文化・スポーツ振興課と連携・協力しながら進めて

きました。市文化会館や梅野記念美術館とも連携し、学芸員の方が絵画を準備して先生方

への支援をしてくれています。東御市独自の取組で、どの学級担任も学級経営・教科経営

に生かしてもらいたいと思っています。まさに「主体的・対話的で深い学び」を目指した

アクティブラーニングにもつながり、教科学習での学びにも好影響が出てくることも充分
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期待できると考えています。 

４月の新任校長教頭着任式と新任教職員着任式で朝鑑賞について話す予定です。東御市

に異動して来ると、同僚の先生方や他校の先生方、授業であれば、子どもたちも一緒に、

こんなことが研修できたり、深く学べたり、こんなサポート体制があるのだということを

伝えたいと考えています。 

 

（１）協議（審議・検討） 

山口教育長 

 議案第９号東御市学校職員自家用車の公務使用取扱要綱の一部改正について、説明を求

めます。 

 

塚田学校教育係主事 

 今回改訂する内容は承認要件と申請様式です。 

 現行では、承認要件として運転免許を取得してから２年となっています。この要件によ

り、免許取得後２年を経過せずに採用されて赴任した教員が家庭訪問や外部での研修等に

自分で運転して行くことができず、別の者に運転してもらわなければならないという状況

となっており、現場で不都合が生じています。現場での状況を踏まえこの制限を撤廃しま

す。また、運転経験が浅いという点については、運転経験によらず技術が未熟である場合

は承認しないという要件に改正します。様式は、契約内容を転記するような様式となって

いましたが、必要な事項のみを記載するような様式に改正します。 

 

山口教育長 

 この内容についていかがでしょうか。 

 

全委員 

 異議なし。 

 

山口教育長 

 それでは承認でお願いします。 

 議案第 10 号東御市立小学校及び中学校管理規則の一部改正について、説明を求めます。 

 

高野学校教育係長 

 １月定例教育委員会で共同学校事務室の設置について承認いただきました。共同学校事

務室は令和８年４月からの設置を目指しますが、その設置にあたり、東御市立小学校及び

中学校の管理規則を改正します。規則の第４章に新たに事務の共同実施という新たな章を

作ります。それによって現在の 26条以降を１条ずつ繰り下げます。 
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土屋教育課長 

 共同事務室を設置するための準備ということで改正期日は令和７年４月１日となります。

共同事務室を設置し、具体的にどのような業務を行っていくのかということについては、

今後詳細が決まったところで規則と併せて制定していきます。 

 

山口教育長 

 この内容について、いかがでしょうか。 

 

全委員 

 異議なし。 

 

山口教育長 

 それでは承認でお願いします。 

 続きまして、議案第 11号東御市行政改革審議会委員の推薦について、説明を求めます。 

 

高野学校教育係長 

 市総務課から東御市行政改革審議会委員の推薦について依頼がありました。任務は第５

次東御市行政改革大綱に基づく市の行政改革の計画の進捗状況に関し、意見をいただくも

のになります。推薦される方は１名で、任期は令和７年４月１日から令和９年３月 31日の

２年間になります。これまで小林職務代理にお務めいただいていましたが、どなたを推薦

しましょうか。 

 

小林委員 

 小林職務代理に引き続きお願いしたいと思います。 

 

山口教育長 

 この内容についていかがでしょうか。 

 

全委員 

 異議なし。 

 

山口教育長 

 それでは、小林職務代理を推薦するということでお願いします。 

 

小林職務代理 
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 承知しました。 

 

山口教育長 

 続きまして、議案第 12号令和７年度年間計画について、説明を求めます。 

 

高野学校教育係長 

 令和７年度の年間計画について、資料のとおり作成しました。日程をご確認いただき、

日程変更が必要な日につきましては事務局まで連絡をお願いします。再度調整させていた

だきます。 

 

山口教育長 

 この内容について、いかがでしょうか。 

 

小林職務代理 

 ５月定例教育委員会、総合教育会議、８月定例教育委員会、総合教育会議の日に他の会

議が予定されており都合がつきません。その他の日程については問題ありません。 

 

その他の委員 

 異議なし。 

 

山口教育長 

 それでは、５月定例教育委員会及び総合教育会議、８月定例教育委員会及び総合教育会

議の日程のみ変更することとします。事務局で再度調整し、来月の定例教育委員会で確定

日を再度お伝えすることでお願いします。 

 

土屋教育課長 

 追加で確認をお願いします。４月１日着任式の際に、慣例で東御市に新しく赴任した校

長教頭を教育委員が運転して各学校へお連れして案内するということになっていますが、

今回はどういたしましょうか。 

 

小林職務代理 

 今後は、教育委員が運転することはせずに各自校長教頭が運転していく方法が良いと思

います。 

 

山口教育長 

 他の委員の皆様はいかがでしょうか。 
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その他の委員 

 異議なし。 

 

土屋教育課長 

 それでは、令和７年度の着任式の際から、新しく赴任された校長教頭自身が運転して学

校へ行き、学校に着いたところで教育委員が案内をする方法に変更するということでよろ

しくお願いします。 

 

山口教育長 

 続きまして、議案第 13号補正予算、新年度予算について、説明を求めます。 

 

土屋教育課長 

 はじめに第 11号補正予算について説明します。この内容については、３月議会初日で可

決しているものになりますが、定例教育委員会の日程の都合上事後承認をいただくものに

なります。教育課の東部中学校のトイレ改修事業費 29,400千円を計上しています。これは

３ヵ年事業のうちの今回が第２期目の工事となります。国の補正予算が成立したことによ

り、本来であれば令和７年度予算に計上予定でしたが前倒しで計上しています。３月中に

契約手続きを行い、予算については令和７年度に繰越したうえで、夏休みの頃に事業を実

施します。財源は国庫支出金の学校施設環境改善交付金 5,214千円の見込みであります。 

 続きまして、第 12号補正予算について説明します。この内容は３月議会に上程しており、

最終日に議決となるものになります。 

（第 12号補正について説明） 

 続きまして、令和７年度当初予算について説明します。この内容は令和７年度の当初予

算として３月議会に上程しているものになります。 

 

春原保育課長 

（令和７年度当初予算について説明） 

 

土屋教育課長 

（令和７年度当初予算について説明） 

 令和７年度に実施を予定している学校の修繕関係についてです。滋野小学校の体育館屋

根の雨漏り工事 3,400千円、和小学校体育館前に砂利が敷かれている場所の舗装工事 1,000

千円、和小学校の渡り廊下の雨漏り工事 3,800 千円、北御牧小学校管理棟の水道管入替工

事に 11,000千円を予定しています。 
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山口教育長 

 この内容について、ご質問等ありますでしょうか。 

 

全委員 

 異議なし。 

 

山口教育長 

 それでは承認でお願いします。 

 続きまして、議案第 14号山浦真雄作の刀（脇差）の市文化財指定について、説明を求め

ます。 

 

市川文化振興係主査 

 令和６年 12 月 18 日に開催された市文化財保護審議会で山浦真雄作脇差銘「造信陽士真

雄時年六十三 慶応二年八月日」を審議した結果、市文化財指定は妥当であると答申され

ました。なお、適切な保護・管理・活用を行うことと附帯意見をいただいています。教育

委員会で市文化財指定について協議をお願いします。 

 

深井教育次長 

 附帯意見について、具体的にどのようなことを考えていますでしょうか。 

 

市川文化振興係主査 

 保存管理については、毎年１回の点検と整備を行っていますのでこれらを継続して行っ

ていきます。湿度等の管理も必要でありますので梅野絵画記念館での保管を計画していま

す。活用については、来年度刀剣展を計画していますのでそちらでの展示を考えています。 

 

山口教育長 

 この内容について、いかがでしょうか。 

 

全委員 

 異議なし。 

 

山口教育長 

 それでは承認でお願いします。 

 続きまして、（２）重点取組みに移ります。ア 不登校対応について、説明を求めます。 

 

長岡指導主事 
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 ア 不登校対応について、説明します。（個人が特定される情報は非公開） 

１月末現在の不登校、長期欠席の状況です。中学生の中には休みが継続している生徒も

いますが、特に中学３年生については進路選択のため動き出している子どもたちがいます。

対応が難しい子どももいますが、この機会を逃すことなく、どの子どもたちも高校へ進学

していってほしいと思っています。サポートセンターの方で卒業した後の子どもたちをど

う支援していくのかということについても、しっかり見守っていかなければならないとい

う状況であります。 

 

直井委員 

 和小学校の数が多いように感じられますが、この要因は何かありますでしょうか。 

 

長岡指導主事 

 長期で休んでしまっている子どもたちの中には発達障害のある児童も多いことが現状で

す。特定の要因はわかりませんが、家庭状況が不安定であることもいくつかある要因のう

ちの１つであることが考えられます。 

 

山口教育長 

 続きまして、イ いじめの状況について、説明を求めます。 

 

岡澤指導主事 

 今回新たに継続１件、新規５件の報告が挙げられています。（個人が特定される情報は非

公開）子どもサポートセンターの職員の働きかけによっていじめの対応もしていただいて

おり、非常によく対応をしていただいています。 

教頭会の話の中で、家庭と話をすることが難しい状況がありました。保護者が自分の子

どもだけが注意されているように強く感じてしまうようです。 

 

山口教育長 

 続きまして、ウ 学校 ICT教育について、説明を求めます。 

 

畑田指導主事 

 今月は、学校での授業支援はありませんでした。学習ドリルへのログイン対応や校務支

援システムの不具合等タブレットやパソコン不調時の対応をしていただきました。各校に

順番で支援に入ってもらっており、すぐに対応していただいてありがたいと学校の方から

も話を受けています。 

 

山口教育長 
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 続きまして、エ 幼保小連携について、説明を求めます。 

 

春原保育課長 

 今月 26日に幼保小接続委員会が予定されています。そこでは１年間どのような状況だっ

たのかという内容についてまとめをすることになっています。今年実施したアンケート結

果等については３月定例教育委員会にて報告させていただきます。 

 

畑田指導主事 

 以前、朝鑑賞を保育園でも行うことはどうかという話をしていましたが、保育園児が学

校に行った際に朝鑑賞をしている児童を見て、年長児が一緒に行う姿が見られたと学校か

ら聞きました。学校だけでなく保育園にも広がりが見えてきていて、とても良い広がりで

あると思います。 

 

山口教育長 

 続きまして、（3）報告に移ります。ア 教育課から報告をお願いします。 

 

塚田学校教育係主事 

 (ｱ)９ヵ年皆勤賞生徒への賞状交付について、報告します。該当者は、東部中学校で４名、

北御牧中学校で２名の計６名であります。この方については、卒業式の日に賞状をお渡し

することになります。 

 

畑田指導主事 

 (ｲ)令和６年度小学６年生進路状況について、報告します。257 名のうち 247 名が市内の

小学校、県立中学校に４名、私立中学校に１名、市外転出者が２名、養護学校に３名とな

っています。 

 

染野指導主事 

 (ｳ)東御市教育支援委員会最終報告について、報告します。今年度教育支援委員会は５回

開催され、年間で 88 件、うち保留３件で 85 名の適切な就学判断を行いました。幼保園 16

件、小学校 68件、中学校４件となりました。保留となった場合は、次回の判断前にもう一

度保護者、学校、園、教育委員会で話し合いを行い、将来を見据えて検討を行っていきま

す。また、今回の判断に安心せず、今後の子どもたちの様子を見ながらより適切な学びの

場を検討していきたいと考えています。特別支援学校への就学の判断となった児童生徒に

は副学籍として地元の学校との交流を進めていきたいと考えています。現在保護者の意向

調査を行っています。また、退級となった生徒もいます。学校での手厚い支援の結果では

ないかと考えられます。 
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小林職務代理 

 支援委員会の判断に抵抗を示すご家庭はありましたか。 

 

染野指導主事 

 今年度はいらっしゃいませんでした。 

 

小宮山学校施設係長 

 (ｴ)児童クラブ申込み状況等について、報告します。定員に収まっている児童クラブは滋

野、祢津、和、北御牧の各児童クラブですが、田中児童クラブは定員を上回る申し込みが

ありました。現在支援数を１増やす方向で進めている状況であります。最終的には申し込

まれた方全員の意向を確認したうえでこの体制を整えていきたいと考えています。 

田中児童クラブの定員は 90 名であり、申込者は 100 名いらっしゃったので 10 名上回っ

ている状況であります。小学校５・６年の保護者にご家庭での留守番等の対応ができない

か聞いた経過があります。保護者から継続を多く希望する声がありましたので支援数を増

やして対応することで準備を進めています。 

 (ｵ)学校給食費について、報告します。令和７年度に向けて、学校給食の食材の価格高騰

の対応については、大きく２つの事業を対応していきます。 

まず１つ目に給食費改定に伴う激変緩和措置です。この内容は当初予算に計上していま

す。平成 26年に給食費改定を行ってから、その後は改定を行わず対応してきましたが、昨

今の価格高騰を受け令和６年４月に給食費の改定を行いました。この改定においては、令

和６年度では、改定相当額を全額市で激変緩和措置を実施し対応しています。令和７年度

以降は激変緩和措置の補助額を毎年度減額し、令和 10年度からは、改定額を全額保護者の

皆様方にご負担をいただくというような形で検討しています。そのため、令和７年度は令

和６年度より保護者負担額が１食あたり 10円値上げとなります。 

２つ目に給食食材費の物価高騰額の補填です。これは新たな取り組みであります。令和

６年４月に給食費の改定を行いましたが、主に主食となる米飯、牛乳、パン等が、価格高

騰が続いています。特に米価は令和７年度単価がこの２年で 13.09 円高騰しています。給

食で子どもたちに必要な栄養を確保するための量・質を維持していくため、令和７年度に

おきましては、値上がり相当額に地方創生臨時交付金を活用する方向であります。価格補

填額は先ほどの給食費改定額とは別に 1 食当たり小学校 27 円、中学校 31 円で検討してい

ます。 

なお、今回の対応は、令和７年度における対応であり、令和８年度以降の給食費の考え

方については、国の動きも注視しながら、令和７年度内に学校や PTA の皆様と話し合いを

実施し、適正な給食費、また給食単価について、総合的に検討を行うことと考えています。 
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山口教育長 

 続きまして、イ 保育課の報告をお願いします。 

 

春原保育課長 

(ｱ)虐待案件について報告します。保育園で子どものあざや外傷を発見した場合は子ども

サポートセンターを中心に関係機関と連携し、子どもの安全安心を第一に考え早急な対応

を行います。当案件は既に関係機関と連携を取ってきているご家庭であり、事案発生の都

度、関係機関からの保護者への聞き取りや面談の機会を設けています。しかし改善されな

い状況が続き、頻繁にけがが確認されているため佐久児童相談所へ一時保護の基準を確認

したところ、けがの状態が保護レベルに達していないとのことで保護に至らないと判断さ

れたため、現在も保育園で経過観察を行っています。今後についても関係機関と連携を続

けていきます。 

 

山口教育長 

 続きまして、ウ 文化・スポーツ振興課の報告をお願いします。 

 

小暮文化振興係主査 

 (ｱ)令和６年度第３回東御市伝統的建造物群保存地区保存審議会開催について、報告しま

す。３月 13日に行われる審議会では、４件審議事項があります。白鳥神社弁天社を特定物

件とすることについてでありますが、県営工事のため現在白鳥神社の境内にあります。歴

史的根拠に関する調査は既に済んでおり、審議会で特定物件とする方向で検討しています。

この内容で認められましたら教育委員会にも協議したうえで、特定物件となります。この

ほか、令和７年度、８年度に行う国庫補助事業を活用した修理事業について、修理相談会

について審議を行う予定です。 

  

山口教育長 

 続きまして、（4）その他に移ります。何かありますでしょうか。 

 

土屋教育課長 

 羽毛山住宅団地の通学区についての確認になります。羽毛山住宅団地を造成する際に、

当時新規購入する人については田中小学校、東部中学校に通うことを認めた経過がありま

す。ただし、田中小学校、東部中学校に通うことが認められた者は当時購入した者に限る

もので、その後新たに購入した者については田中小学校、東部中学校に通うことは認めら

れず、北御牧小学校、北御牧中学校に通うこととなります。 

 

山口教育長 
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それでは、２月度定例教育委員会を閉会します。 


